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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 

（人権教育・啓発推進法） 

2000(平成 12)年 12 月 6 日公布・施行 

（目的） 

第１条 この法律は，人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり，社会的身分，門

地，人種，信条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人

権の擁護に関する内外の情勢にかんがみ，人権教育及び人権啓発に関する施策

の推進について，国，地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに，

必要な措置を定め，もって人権の擁護に資することをも目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この法律において，人権教育とは，人権尊重の精神の涵養を目的とする教

育活動をいい，人権啓発とは，国民の間に人権尊重の理念を普及させ，及びそ

れに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権

教育を除く。）をいう。 

 

（基本理念） 

第３条 国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は，学校，地域，家庭，

職場その他の様々な場を通じて，国民が，その発達段階に応じ，人権尊重の理

念に対する理解を深め，これを体得することができるよう，多様な機会の提供，

効果的な手法の採用，国民の自主性の尊重及び実施期間の中立性の確保を旨と

して行われなければならない。 

 

（国の責務） 

第４条 国は，前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」

という。）にのっとり，人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し，及び実施

する責務を有する。 

 

（地方公共団体の責務） 

第５条 地方公共団体は，基本理念にのっとり，国との連携を図りつつ，その地域

の実情を踏まえ，人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し，及び実施する

責務を有する。 
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（国民の責務） 

第６条 国民は，人権尊重の精神の涵養に努めるとともに，人権が尊重される社会

の実現に寄与するよう努めなければならない。 

 

（基本計画の策定） 

第７条 国は，人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図

るため，人権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならな

い。 

 

（年次報告） 

第８条 政府は，毎年，国会に，政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策

についての報告を提出しなければならない。 

 

（財政上の措置） 

第９条 国は，人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し，

当該施策に係る事業の委託その他の方法により，財政上の措置を講ずることが

できる。 

 

  附 則 

（施行期日） 

第１条 この法律は，公布の日から施行する。ただし，第 8条の規定は，この法律

の施行の日の属する年度の翌年度以降に講じる人権教育及び人権啓発に関する

施策について適用する。 

 

（見直し） 

第２条 この法律は，この法律の施行の日から３年以内に，人権擁護施策推進法（平

成 8年法律第 120 号）第 3 条第 2 項に基づく人権が侵害された場合における被

害者の救済に関する施策の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審

議会の調査審議の結果をも踏まえ，見直しを行うものとする。 
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小 松 島 市 人 権 条 例 

2002(平成 14)年 10 月 1 日 

条例第 32 号 

 私たちは，すべての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の下で，これ

まで様々な人権問題の解決に向けて取り組んできたが，今なお，社会的身分，門地，

人種，信条，性別又は障害等に起因する課題が存在している。 

 また我が国社会の国際化，情報化，高齢化等の進展に伴って，人権に関する新た

な課題も生じてきている。 

 このような認識に立ち，私たち一人ひとりが人権尊重の精神の涵養に努めるとと

もに，人権が尊重される社会を実現することを目指し，この条例を制定する。 

 

（目的） 

第１条 この条例は，人権の尊重に関し，市及び市民の責務を明らかにするととも

に，様々な人権の擁護に関する施策（以下「人権施策」という。）を推進し，も

ってすべての人権が尊重される市民社会の実現を図ることを目的とする。 

 

（市の責務） 

第２条 市は，前条の目的を達成するため，必要な人権施策を積極的に推進するも

のとする。 

 

（市民の責務） 

第３条 市民は，相互の人権を尊重し，自らも人権意識の高揚に努めるとともに，

第１条の目的を達成するため，市と協働して人権が尊重される社会の実現に寄

与するよう努めるものとする。 

 

（施策の推進） 

第４条 市は，人権施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。また，その効

果的な推進に当たっては，国，県及び関係機関等との連携を図るものとする。 



（審議会） 

第５条 人権施策の円滑かつ効果的な推進を図るため，小松島市人権擁護施策推進

審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

 2  審議会は，市長の諮問に応じ，人権施策についての基本的事項を調査審議し，

意見を述べることができる。 

 3  前 2 項に定めがあるもののほか，審議会の組織及び運営に関し必要な事項は

規則で定める。 

 

  附 則 

1 この条例は，交付の日から施行する。 

2 小松島市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例（平成 5年小松島市条例第 24 号）

は，廃止する。 
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